
 

○富士見市商店街等環境整備事業補助金交付要綱 

平成２８年８月１９日 

告示第１４８号 

富士見市商店街環境施設整備事業等補助金交付要綱（平成５年告示第１２７号）の

全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、商店街等の環境整備を促進し、もって商店街等の振興を図るた

め、商店街等のイメージアップを図るための事業を実施する商店街等に対し、予算

の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５５

年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。 

(１) 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定に基づき設立された

商店街振興組合 

(２) 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）の規定に基づき設立さ

れた事業協同組合で、商店街（共同事業活動を行うためにおおむね１０店舗以上

の事業所が近接してその事業を営む区域をいう。次号において同じ。）を形成す

るもの 

(３) 商店街を形成する任意の団体（規約等の定めがあるものに限る。）で市長が

認めるもの 

(４) 商工会法（昭和３５年法律第８９号）の規定に基づき設立された商工会 

（補助対象事業等） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び補助の対象と

なる施設（以下「補助対象施設」という。）は、別表のとおりとする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

に要する経費のうち、補助対象施設の整備に要する経費とする。ただし、当該施設



 

の設置に係る土地の取得又は権利取得に要する経費については、補助対象経費に含

めないものとする。 

２ 前項の場合において、商店街等が国又は県から補助対象事業に係る補助金の交付

を受ける場合にあっては、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に１，

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金等交付申請書の様式等） 

第６条 規則第４条第１項の補助金等交付申請書の様式は、様式第１号のとおりとす

る。 

２ 規則第４条第１項第１号の事業計画書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

３ 規則第４条第１項第２号の収支予算書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

４ 規則第４条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１) 商店街等概要書（様式第４号） 

(２) 定款、規約又は会則 

(３) 見積書及び契約書の写し 

(４) 工事仕様書及び位置図、見取図、設計概要図等の図面類の写し 

(５) 許認可証の写し（法令に基づく許認可が必要な場合に限る。） 

(６) 施設設置前の写真 

（事業内容の変更等の様式等） 

第７条 規則第６条第１項第１号の規定による変更に係る申請の様式は、様式第５号

のとおりとする。 

２ 規則第６条第１項第３号の規定による中止又は廃止に係る申請の様式は、様式第

６号のとおりとする。 

３ 市長は、前２項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査の上、承認の可否を決定し、第１項の規定による場合において決定したときは

様式第７号により、前項の規定による場合において決定したときは様式第８号によ

り当該申請者に通知するものとする 

（補助金等交付決定・却下通知書の様式） 



 

第８条 規則第７条の補助金等交付決定・却下通知書の様式は、様式第９号のとおり

とする。 

（状況報告） 

第９条 規則第７条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象事業

者」という。）は、規則第１１条の規定により市長の要求があったときは、当該要

求に係る事項を、市長が指定する日までに書面で報告しなければならない。 

（補助事業等実績報告書の様式等） 

第１０条 規則第１３条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第１０号のと

おりとする。 

２ 前項の補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した後（当該事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた後）３０日以内に市長に提

出しなければならない。 

３ 規則第１３条第１項第１号の事業報告書の様式は、様式第１１号のとおりとする。 

４ 規則第１３条第１項第２号の収支決算書の様式は、様式第１２号のとおりとする。 

５ 規則第１３条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１) 領収書の写しその他支払を証する書類 

(２) 施設設置後の写真 

（補助金等確定通知書の様式） 

第１１条 規則第１４条の補助金等確定通知書の様式は、様式第１３号のとおりとす

る。 

（補助金等交付請求書の様式） 

第１２条 規則第１６条第２項の補助金等交付請求書の様式は、様式第１４号のとお

りとする。 

（返還命令の様式） 

第１３条 規則第１８条の規定による返還命令の様式は、様式第１５号のとおりとす

る。 

（財産処分の制限） 

第１４条 規則第１９条ただし書の市長が定める期間は、５年間とする。 

（書類の整備等） 



 

第１５条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければ

ならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業が完了した日（当該事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日、補助対象事業者が

解散した場合にあっては解散した日）の属する会計年度の翌年度から５年間保管し

なければならない。 

附 則 

この告示は、平成２８年９月１日から施行する。 

別表（第３条、第５条関係） 

補助対象事業 補助対象施設 補助金の額 

商店街環境施設整備事

業（当該事業費が１０

万円以上の施設の修繕

及び撤去を含む。） 

(1) 街路灯（LEDランプ、

セラミックメタルハライ

ドランプ、無電極放電ラ

ンプ及びその他市長が必

要と認めたランプを使用

した街路灯に限る。） 

１商店街等につき補助対象経費に

５分の４を乗じて得た額又は１，５

００万円のいずれか低い方の額を

限度とする。 

(2) 街路灯（(1)以外） １商店街等につき補助対象経費に

３分の１を乗じて得た額又は１，０

００万円のいずれか低い方の額を

限度とする。 

(3) アーチ、モニュメン

ト、案内板 

(4) カラー舗装 

(5) 小公園、水飲み場 

(6) 街路樹、花壇、噴水 

(7) ベンチ、ごみ入れ等ス

トリートファニチャー 

(8) 放送設備 

(9) その他市長が必要と

認める施設 



 

商店街基盤整備事業 (1) 駐車場、駐輪場 １商店街等につき補助対象経費に

３分の１を乗じて得た額又は１，５

００万円のいずれか低い方の額を

限度とする。 

(2) ショッピングモール 

(3) 商店街会館 

(4) その他市長が必要と

認める施設 

備考 商店街環境施設整備事業の補助対象施設のうち(1)及び(2)に該当する施設に

ついては、既に設置しているものを対象とし、撤去に伴い新設する街路灯の設置

数については、撤去した数を限度とする。この場合において、当該新設する街路

灯の設置間隔は、原則として１０メートル以上とする。 


